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と
き
は
、
是
正
に
必
要
な
勧
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
施
行
日
】

①
こ
の
条
例
は
平
成
18
年
１
月
１

日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
す
で
に
設
置
さ
れ
届
出
の
必
要

な
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
は
、
平

成
18
年
３
月
31
日
ま
で
に
市
長
に

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

e

安
全
安
心
課
1
内
線
２
５

５
１ご

利
用
く
だ
さ
い
！

総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

市
の
機
関
が

行
っ
て
い
る
サ

ー
ビ
ス
や
こ
れ

に
関
連
す
る
職

員
の
行
為
に
つ

い
て
、
違
法
、

不
当
、
不
公
平
、

不
適
切
な
ど
と

感
じ
た
場
合
、

利
害
関
係
が
あ

る
誰
も
が
苦
情

を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
相
談
は
予
約

制
で
す
。

▼
事
前
に
相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー

1
内
線
２
２
１
５
へ
申
し
込
む
。

市
民
保
養
所
「
箱
根
み
た
か

荘
」
の
指
定
管
理
者
を
募
集

平
成
18
年
４
月
か
ら
「
箱
根
み

た
か
荘
」
の
運
営
・
管
理
を
行
う

指
定
管
理
者
（
※
）
を
募
集
し
ま

す
。※

「
指
定
管
理
者
制
度
」
と
は
、

公
の
施
設
の
管
理
を
民
間
の
企

業
・
団
体
が
代
行
で
き
る
制
度
で

す
。

◆
対
象
施
設

市
民
保
養
所
「
箱

根
み
た
か
荘
」（
神
奈
川
県
足
柄

下
郡
箱
根
町
二
ノ
平
１
２
９
７
―

５
　
昭
和
57
年
８
月
開
設
）

◆
期
間

平
成
18
年
４
月
１
日
〜

平
成
21
年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

◆
募
集
お
よ
び
選
定
方
法

提
案

型
公
募
（
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
）

で
実
施
し
、
11
月
上
旬
に
選
定
委

員
会
分
科
会
に
よ
る
一
次
審
査

（
書
類
審
査
）、
二
次
審
査
（
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
後
、
選
定

委
員
会
で
候
補
者
の
選
定
を
し
、

12
月
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管

理
者
を
決
定
し
ま
す
。

▼
10
月
17
日
b
〜
20
日
e
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
に
応
募
申
請

書
と
提
出
書
類
を
市
民
課
庶
務
・

年
金
係（
市
役
所
１
階
②
番
窓
口
）

へ
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
。
応

募
要
領
・
提
出
書
類
の
様
式
は
三

鷹
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
市
民
課
の

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

e

同
課
1
内
線
２
３
２
３

海
外
転
出
さ
れ
る
方
・
海
外

か
ら
転
入
さ
れ
た
方
は
国
民

年
金
の
手
続
き
を

海
外
に
転
出
さ
れ
る
日
本
人

（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
加
入
者

と
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
を
除
く
）

は
、
そ
の
期
間
、
国
民
年
金
を
や

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
希
望

に
よ
り
任
意
加
入
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
手
続

き
が
必
要
で
す
。
す
で
に
海
外
転

出
し
て
い
る
方
も
任
意
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
手
続
き
方
法

①
日
本
に
居
住

す
る
家
族
な
ど
に
依
頼
し
て
手
続

き
す
る
場
合
は
、
海
外
転
出
さ
れ

た
方
の
最
後
の
住
民
票
が
あ
る
市

区
町
村
ま
た
は
、
家
族
の
居
住
す

る
市
区
町
村
の
年
金
担
当
課
へ
。

②
家
族
に
依
頼
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
6
日
本
国
民
年
金
協
会

1
03
―
３
２
６
５
―
２
８
８
５

へ
。ま

た
、
海
外
か
ら
日
本
国
内

（
三
鷹
市
内
）
へ
転
入
さ
れ
た
と

き
は
、
転
入
手
続
き
後
に
、
国
民

年
金
再
加
入
ま
た
は
在
外
任
意
加

入
か
ら
の
切
り
替
え
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

e
市
民
課
1
内
線
２
３
９
４

10
月
の
交
通
事
故
相
談
は

11
日
（火）
と
24
日
（月）
で
す

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
（
市
役

所
２
階
）
で
は
、「
交
通
事
故
相

談
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
示
談
の

要
領
、
賠
償
問
題
、
過
失
割
合
、

自
賠
責
の
問
題
な
ど
の
指
導
・
助

言
を
弁
護
士
や
交
通
事
故
専
門
相

談
員
が
行
い
ま
す
。

◆
相
談
日

毎
月
第
２
・
４
月
曜

日
。
た
だ
し
10
月
10
日
-
は
10
月

11
日
c
に
振
り
替
え
。

e

同
セ
ン
タ
ー
1
内
線
２
１

３
１犯

罪
被
害
者
相
談
所
を
開
設

も
う
一
度
あ
な
た
の
笑
顔
が

見
た
い
か
ら
〜
相
談
し
て
み

ま
せ
ん
か

10
月
は
犯
罪
被
害
者
支
援
推
進

月
間
で
す
。
各
所
で
犯
罪
被
害
者

相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
三
鷹
警
察
署
・
交
番
＝
常
時
開
設
。

◇
市
役
所
２
階
市
民
サ
ロ
ン
（
面

接
）
＝
10
月
13
日
e
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
。

◇
飯
田
橋
特
設
会
場
（
面
接
・
電

話
相
談
1
03
―
３
２
３
５
―
４

１
６
１
・
03
―
３
５
９
７
―
７
８

３
０
）
＝
10
月
28
日
f
〜
30
日
a

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
45
分
（
受

付
は
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
）。

◇
6
被
害
者
支
援
都
民
セ
ン
タ
ー

（
電
話
相
談
1
03
―
５
２
８
７
―

３
３
３
６
）
＝
月
・
木
・
金
曜
日

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30

分
、
火
・
水
曜
日
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
７
時
。

e

三
鷹
市
安
全
安
心
課
1
内

線
２
５
５
１
・
三
鷹
警
察
署
1

49
―
０
１
１
０

赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動
に

ご
協
力
を

10
月
１
日
か
ら「
地
域
の
福
祉
、

み
ん
な
で
参
加
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
約
765
万
円
の
募
金
が
集

ま
り
、
市
内
の
福
祉
団
体
な
ど
が

実
施
す
る
地
域
福
祉
活
動
に
対
し

て
34
件
・
約
１
千
570
万
２
千
円
が

配
分
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
に
根
ざ

し
た
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
支
援

す
る
た
め
に
、
今
年
も
み
な
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

e

三
鷹
市
募
金
委
員
会
事
務

局
（
三
鷹
市
社
会
福
祉
協
議
会
地

域
係
）
1
46
―
１
１
０
８

身
体
障
が
い
者
の
た
め
の
無

料
運
転
教
室

対
象
は
、
就
職
の
た
め
自
動
車

運
転
免
許
の
取
得
を
望
む
身
体
障

害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、
公

共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
し
、

運
転
免
許
試
験
場
の
適
正
審
査
に

合
格
し
た
方
。

▽
１
・
４
・
７
・
10
月
か
ら
の
３

カ
月
。
検
定
料
な
ど
自
己
負
担
約

３
万
５
千
円
、
専
用
宿
舎
あ
り

（
有
料
）。

▼
入
所
日
の
前
月
10
日
ま
で
に
、

身
体
障
害
者
運
転
能
力
開
発
訓
練

セ
ン
タ
ー
（
埼
玉
県
新
座
市
堀
ノ

内
２
―
１
―
46
）
1
048
―
481
―

２
７
１
１
へ
申
し
込
む
。
定
員
各

期
25
人
。

犬
の
し
つ
け
方
教
室

東
京
都
獣
医
師
会
武
蔵
野
三
鷹

支
部
主
催
。

▽
10
月
22
日
g
午
後
１
時
30
分
か

ら
、
日
本
獣
医
畜
産
大
学
第
３
講

義
室
（
武
蔵
境
駅
徒
歩
５
分
）
で
。

▼
10
月
15
日
g
（
必
着
）
ま
で
に

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
犬
の
種
類
・
ご
意
見
な
ど
を

記
入
し
「
〒
180
―
０
０
０
６
武
蔵

野
市
中
町
２
―
６
―
４
三
鷹
獣
医

科
グ
ル
ー
プ
『
犬
の
し
つ
け
方
教

室
』
係
」
へ
申
し
込
む
。
定
員
120

人
。

e

お
お
む
ら
動
物
病
院
1
29

―
７
８
８
７

不
動
産
登
記
無
料
相
談

東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
・
東

京
司
法
書
士
会
の
両
武
蔵
野
支
部

で
は
、
土
地
、
建
物
の
表
示
登
記

や
権
利
登
記
、
会
社
の
設
立
・
増

資
・
合
併
、
登
記
な
ど
の
問
題
に

つ
い
て
無
料
相
談
会
を
毎
月
１
回

開
催
し
て
い
ま
す
。

▽
10
月
12
日
d
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ビ

ル
10
階
ス
カ
イ
ル
ー
ム
１
（
武
蔵

境
駅
北
口
）
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

e

東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会

武
蔵
野
支
部
1
48
―
５
１
８

１
・
東
京
司
法
書
士
会
武
蔵
野
支

部
1
48
―
５
１
９
９

ご
存
じ
で
す
か
、
裁
判
員
制

度
〜
国
民
の
み
な
さ
ん
が
刑

事
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で

す
〜

10
月
１
日
か
ら
１
週
間
の
「
法

の
日
」
週
間
に
は
、
各
地
で
裁
判

員
制
度
に
つ
い
て
の
催
し
が
行
わ

れ
ま
す
。
く
わ
し
く
は
裁
判
所
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.
courts.go.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

e

東
京
地
方
裁
判
所
1
03
―

３
５
８
１
―
５
４
１
１
内
線
３
１

３
１10

月
７
日
（金）
ま
で
は

公
証
週
間
〜
重
要
な
契
約
や

遺
言
は
公
正
証
書
で
〜

都
内
45
カ
所
の
公
証
役
場
で

は
、
い
つ
で
も
無
料
で
公
正
証
書

の
作
成
に
関
す
る
ご
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
公
証
役
場
か
東
京

公
証
人
会
1
03
―
３
５
０
２
―

８
０
５
０
へ
。

東
京
都
最
低
賃
金
が
改
正
さ

れ
ま
し
た

東
京
都
最
低
賃
金
（
地
域
別
最

低
賃
金
）
は
10
月
か
ら
時
間
額

（
月
給
制
・
日
給
制
な
ど
の
場
合

は
時
間
単
価
）
714
円
に
な
り
ま
し

た
。最

低
賃
金
額
に
は
①
精
皆
勤
・

通
勤
・
家
族
手
当
、
②
臨
時
に
支

払
わ
れ
る
賃
金
、
③
１
カ
月
を
超

え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃

金
（
賞
与
な
ど
）、
④
時
間
外
・

休
日
・
深
夜
労
働
手
当
な
ど
は
算

入
さ
れ
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
東
京
労
働
局
賃
金

課
1
03
―
３
８
１
４
―
５
３
１

８

http://www.roudoukyo
ku.go.jp

・
三
鷹
労
働
基
準
監
督

署
1
48
―
１
１
６
１
へ
。

HP

HP

こ
の
条
例
は
、
公
共
の
場
所
に

設
置
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
を
、
犯
罪

の
防
止
に
一
定
の
効
果
が
期
待
で

き
る
防
犯
対
策
の
一
つ
と
し
て
と

ら
え
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観

点
か
ら
も
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め

た
も
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
条
例
に

該
当
し
な
い
個
人
が
設
置
す
る
防

犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
条

例
を
尊
重
し

て
い
た
だ
き

ま
す
。

【
目
的
】

公
共
の
場

所
に
設
置
す

る
防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置
お

よ
び
運
用
に

関
し
て
必
要

な
事
項
を
定

め
、
市
民
な

ど
の
権
利
や

利
益
を
保
護

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

【
防
犯
カ
メ
ラ
】

犯
罪
の
防
止
を
目
的
と
し
て
設

置
す
る
常
設
の
カ
メ
ラ
装
置
や
関

連
装
置
を
備
え
る
も
の
を
い
い
ま

す
。

【
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
お
よ
び
運

用
に
関
す
る
基
準
の
届
出
】

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
も
の
（
三
鷹
市
、
公
の
施
設

の
指
定
管
理
者
、
商
店
会
、
町
会
、

自
治
会
、
住
民
協
議
会
、
鉄
道
事

業
者
な
ど
）
で
、
公
共
の
場
所

（
道
路
、
公
園
、
市
が
設
置
す
る

施
設
、
鉄
道
の
駅
の
自
由
通
路
）

に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
と
き

は
、
そ
の
設
置
お
よ
び
運
用
の
基

準
を
定
め
、
市
長
に
届
け
出
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

【
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
者
の
責
務
】

①
管
理
責
任
者
を
置
く
こ
と
。

②
防
犯
カ
メ
ラ
の
対
象
区
域
を
明

確
に
し
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と

す
る
こ
と
。

③
撮
影
対
象
区
域
の
見
や
す
い
場

所
に
、「
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
中
」、

設
置
者
の
名
称
、
連
絡
先
を
表
示

す
る
こ
と
。

【
防
犯
カ
メ
ラ
管
理
責
任
者
の
責

務
】

①
画
像
デ
ー
タ
は
加
工
し
な
い
よ

う
に
し
、
保
管
期
間
（
７
日
間
）

経
過
後
は
、
消
去
、
破
砕
処
分
す

る
こ
と
。

②
画
像
デ
ー
タ
か
ら
知
り
得
た
市

民
な
ど
の
情
報
を
他
に
漏
ら
さ
な

い
こ
と
。

③
原
則
と
し
て
、
画
像
デ
ー
タ
を

設
置
目
的
以
外
に
利
用
し
た
り
、

第
三
者
に
提
供
し
な
い
こ
と
。

④
市
民
な
ど
か
ら
自
己
の
画
像
デ

ー
タ
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
必

要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
合
理

的
な
方
法
に
よ
り
開
示
す
る
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
。

【
苦
情
の
処
理
】

苦
情
が
あ
る
と
き
に
は
、
防
犯

カ
メ
ラ
管
理
責
任
者
に
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
適
切

な
対
応
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
市
長
に
苦
情
を
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
報
告
な
ど
】

市
長
は
、
管
理
責
任
者
に
防
犯

カ
メ
ラ
の
管
理
、
運
用
な
ど
に
つ

い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
違
反
行
為
が
あ
っ
た

「
三
鷹
市
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
及
び

「
運
用
に
関
す
る
条
例
」を
制
定
し
ま
し
た

掲載料は15,000～180,000円

市民便利帳の
広告を追加募集
◆掲載料
カラー１面18万円、2色12万円。
1/2、1/4（縦・横）、1/8
ペ ー ジ あ り
（料金は面積比
で計算）。
sくわしくは広
報係1内線213
3へ。
※「三鷹市ホー

ムページ」へのバ
ナー広告掲載も随時
受け付けています。

「市民便利帳三鷹くらしの
ガイド」（平成17年増刷分）
の広告を追加募集します。
今 回 は 転 入 者 用 の

12,000部で、12月発
行予定です。

相　談　日 執務予定者
10月 6日E 山� 源三
10月13日E 武見　李子
10月20日E 山� 源三
10月27日E 武見　李子

午後
1時30分～
4時30分


